
 

高第197号 

特第42号 

平成28年８月10日  

 

各県立学校長 様 

 

教育局長  

  

 

 

いのちを大切にする取組等の充実について(通知) 

 

 

 このたび、県立の障害者支援施設に不審者が侵入し、入所者を殺傷するという痛

ましい事件が発生し、平成28年７月29日付けで「学校における安全管理の徹底等に

ついて」を、さらに８月３日付けで「関係機関等と連携した学校における安全管理

の徹底等について」を通知したところです。 

 これまでも各学校では日ごろから全ての児童・生徒に対し、いのちを大切にする心を

育む教育や、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めるといった人権教育、さらには

支援教育の理念のもと共生社会の実現に向け、インクルーシブな学校づくりに取り組んで

いただいているところです。今回の事件を踏まえ、これらの取組を再確認するととも

に、長期休業後の学校生活に向け、次のような点に留意くださるようお願いしま

す。 

  

 

＜留意事項＞ 

○ 連日報道されている容疑者の言動による児童・生徒への影響が考えられます。

特に障害のある児童・生徒やその保護者に不安や動揺が広がることが懸念される

ことから、そのような際には、その心情に寄り添った丁寧な相談等の対応を行っ

てください。 

○ 互いの人格や個性、多様性を認め尊重し支え合う心や、あらゆる差別を許さな

い心、いのちを大切にする心などの大切さについて、「いのちの授業」を行うな

どあらゆる機会を捉え、全ての児童・生徒に対し改めて伝えてください。 

○ 夏季休業中においても、教職員間で情報を共有し、必要な対応を図ってくださ

い。 

  

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

高校教育課   竹鼻、渡貫 

電 話（045）210-8260（直通）  

特別支援教育課 河田、山﨑 

電 話（045）210-8276（直通）  

 



 

子教第81号 

平成28年８月10日  

 

各市町村教育委員会教育長 殿 

 

神奈川県教育委員会教育長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

いのちを大切にする取組等の充実について(通知) 

 

 

 このたび、県立の障害者支援施設に不審者が侵入し、入所者を殺傷するという痛

ましい事件が発生し、平成28年７月29日付けで「学校における安全管理の徹底等に

ついて」を、さらに８月３日付けで「関係機関等と連携した学校における安全管理

の徹底等について」を通知したところです。 

 これまでも各学校では日ごろから全ての児童・生徒に対し、いのちを大切にする心を

育む教育や、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めるといった人権教育、さらには

支援教育の理念のもと共生社会の実現に向け、インクルーシブな学校づくりに取り組んで

いただいているところです。今回の事件を踏まえ、これらの取組を再確認するととも

に、長期休業後の学校生活に向け、次のような点に留意する必要があります。 

ついては、貴所管の各学校に御周知くださるとともに、貴教育委員会における教

職員向け研修等で取り上げる等、特段の御配慮を併せてお願いします。 

  

 

＜留意事項＞ 

○ 連日報道されている容疑者の言動による児童・生徒への影響が考えられます。

特に障害のある児童・生徒やその保護者に不安や動揺が広がることが懸念される

ことから、そのような際には、その心情に寄り添った丁寧な相談等の対応を行っ

てください。 

○ 互いの人格や個性、多様性を認め尊重し支え合う心や、あらゆる差別を許さな

い心、いのちを大切にする心などの大切さについて、「いのちの授業」を行うな

どあらゆる機会を捉え、全ての児童・生徒に対し改めて伝えてください。 

○ 夏季休業中においても、教職員間で情報を共有し、必要な対応を図ってくださ

い。 

  

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

子ども教育支援課 古島、籔 

電 話（045）210-8292（直通）  

ﾌｧｸｼﾐﾘ（045）210-8937 

電子ﾒｰﾙ yabu.5v7@pref.kanagawa.jp 

mailto:yabu.5v7@pref.kanagawa.jp

